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「割増率 50％以上」適用拡大の動き＆ 

三六協定チェックポイント 

 

◆「割増率 50％以上」 

中小企業へ適用拡大か？ 

厚生労働省の調査で、月 60時間超の法定時

間外労働に対し、割増賃金率を「25％超」として

いる中小企業は１割強と少なく、さらにこのうち

「50％超」としていた割合は１割に満たなかった

ことが明らかになりました。 

大企業については、平成 22 年の労働基準法

改正により、月 60 時間超の時間外労働に対す

る割増率を 50％以上にしなければならなくなりま

したが、中小企業については、現在この規定の

適用が猶予されています。 

厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて

中小企業への適用拡大について検討を進める

考えです。 

 

◆「三六協定」のチェックポイント 

時間外労働・休日労働に関する協定届（三六

協定）を労働基準監督署に届け出ると、延長時

間数の範囲内であれば、会社は１日８時間、週

40 時間を超えて時間外労働を命じることができ

ます。 

なお、三六協定とは別に、就業規則や個別の

雇用契約書等に時間外労働・休日労働（所定時

間外労働含む）の根拠規定を置いておくことは

必要です。 

三六協定に関する代表的なチェックポイントは、

次の通りです。 

・一定の規模があり、労務管理上、独立性があ

るような支社等は、別に三六協定が必要であ

る。 

・管理監督者、病欠、休職中の社員などの在籍

するすべての労働者（事業場の代表者を除く）

が、「労働者の過半数を代表する者」の選出

に関する母数に含まれる。 

・労働者の過半数代表として労働組合を締結主

体とする場合、事業場ごとに、過半数以上を

組織しているか（非正規労働者を当該労働組

合が組織化していない場合は特に注意）。 

・従業員過半数代表は、事業場ごとの投票、挙

手、持ち回り決議など民主的な方法で選出す

る。 

・特別条項が活用できるのは、１年間あたり６回

以内。 

・特別条項の「具体的事由」は具体的に明記す

る。 

 

◆行政指導や労災認定リスクにも 

三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため

流れで行ってしまいがちですが、慎重に確認しな

がら進めないと、行政指導を受けたり、万が一社

員が過労により死傷したような場合には労災認

定されて会社の義務違反が問われたりすること

につながりかねません。 

上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイ

ントはありますので、今一度、確認が必要です。 
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非ブラック企業!?「若者応援企業」って何？ 

 

◆すでに 4,000社以上が登録 

いわゆる「ブラック企業」が話題となっています

が、厚生労働省の審査を受けて「非ブラック企

業」のお墨付きをもらい、学生らにアピールする

企業が増えているようです。 

同省は今年４月、若者を積極的に雇用・育成

する企業を認定する「若者応援企業宣言事業」

をスタートさせましたが、今年 10月末時点でこの

宣言をした企業は 4,375 社に上っているそうで

す。  

 

◆「若者応援企業」の定義 

「若者応援企業」とは、一定の労務管理体制

が整備されており、若者のための求人を提出し、

若者（35 歳未満）の採用・育成に積極的であり、

通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情

報を積極的に公表する中小・中堅企業のことを

いいます。 

 

◆「若者応援企業」を名乗るには？ 

「若者応援企業」と名乗るためには、以下の基

準をすべて満たしている必要があります。 

（１）学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社

員求人」をハローワークに提出すること 

（２）「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同し

ていること 

（３）過去３年度分の新卒者の採用実績および

定着状況などの就職関連情報を開示している

こと 

（４）労働関係法令違反を行っていないこと 

（５）事業主都合による解雇または退職勧奨を

行っていないこと 

（６）新規学卒者の採用内定取消を行っていない

こと 

（７）都道府県労働局・ハローワークで取り扱って

いる助成金の不支給措置を受けていないこと 

 

◆「若者応援企業」を名乗るメリット 

「若者応援企業」を名乗ることで、企業にとっ

て以下のようなメリットがあります。 

（１）ハローワークに提出される通常の求人情報

に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を

公表できるため、会社の職場環境・雰囲気・

業務内容がイメージしやすくなり、より適した

人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着

が期待できる。 

（２）都道府県労働局のホームページで、就職関

連情報も含めたＰＲシートを公表するため、会

社の魅力を広くアピールできる。 

（３）就職面接会などの開催について積極的に案

内するため、若年求職者と接する機会が増え、

より適した人材の採用が期待できる。 

（４）「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育

成・採用に積極的であることを対外的にア

ピールすることができる。 

 

アルバイトからみた「働きたい業種」 

「応募時に重視すること」 

 

◆働いてみたい業種は？ 

採用コンサルティング会社の株式会社ツナ

グ・ソリューションズが実施した「アルバイト人気

ブランドランキング 2013 年版」（過去３年以内に

アルバイト・パート経験のある 15～59 歳の男女

5,483人が調査対象）の結果が発表されました。 

この調査によれば「働いてみたい業種」の上

位は、下記の結果となりました。 

（１）小売 

（２）アパレル 

（３）アミューズメント 

（４）カフェ 

（５）スーパーマーケット 

（６）ファストフード 

（７）ファミリーレストラン 

また、「働いてみたいブランド」としては、東京

ディズニーランド、無印良品、イオン、TSUTAYA、

セブン－イレブン、ローソン、スターバックスコー

ヒー等が挙がっており、普段の生活で身近にあ

り、自ら好んで利用しているブランドがアルバイト

先としても人気が高いようです。 

 

◆応募時に重視する項目は？ 

アルバイトに応募する際に重視する項目とし

て、上位から（１）「距離が近い」（女性でも１位）、
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（２）「シフトが都合に合う」（男性では１位）、（３）

「仕事内容が魅力的」、（４）「給与が高い」、（５）

「長期間にわたって働ける」、（６）「短時間で働け

る」と続きました。 

「給与」や「仕事内容」だけが重視されている

わけではないようです。 

 

◆面接時の印象はとても重要 

採用面接時の企業（面接担当者）に対する悪

印象として、「担当者が遅刻した」、「担当者が不

在だった」、「担当者の態度が横柄だった」、

「バックルームが汚かった」、「店長の無駄話が

長かった」等が挙げられています。 

仮にこのような印象を持った人がアルバイトと

して入社できなかった場合（入社を希望しなかっ

た場合もあり）であっても、その後も「会社のお客

さん」としての立場が続く可能性が高いわけで

す。 

ですから、アルバイトの面接だからといって決

して気を抜いてはならず、「会社や社員が応募

者に見られている」という意識を持って真剣に面

接に臨まなければなりません。 

 

1 月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10日  

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額

の納付［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヵ月ごとの納付の特例を受けて

いる場合には、２５年７月から１２月までの徴

収分を１月２０日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公

共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

月以降に一括有期事業を開始している場合

＞［労働基準監督署］ 

20日  

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜前年７月

～12月分＞［郵便局または銀行］  

3１日  

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・

同合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜1月 1日現在のも

の＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区

町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

10月～12月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3期分＞［郵便局

または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

＞［公共職業安定所］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（移動）申告書の

提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の

支払者］ 

 

当事務所よりひと言 

 当事務所の弁護士は、消費者事件にも

積極的に取り組んでおり、今般、国民生活

センターより、「消費生活専門相談員」に

認定されました。 

 今後、当事務所では、消費者問題の専

門家として、消費者被害の回復や悪質商

法の撲滅に努めます。 

一方、現代社会では、どのような企業で

あれ、消費者の目線や関心を無視するこ

とはできません。 

 当事務所は、事業者の方にも、消費者ト

ラブルを回避するための法的対応策をアド

バイスいたします。 

お困りの際は、お気軽にご相談くださ

い。 


